
令和元年度木更津市社会教育委員会議第１回定例会 会議録 

 

１ 会議名  令和元年度木更津市社会教育委員会議第１回定例会 

２ 開催日時 令和元年５月９日（木）午後３時３０分～５時 

３ 開催場所 木更津市役所朝日庁舎 会議室 A１ 

４ 出席者名 

 委員：鉢村美幸、榛澤敦子、森廣賢一、冨田浩、城戸富貴、吉田裕子、橋本ミチ子、 

伊藤素子、地曳昭裕、内田愼一郎、石村比呂美、熊本秀樹、白石和義（１３名）  

事務局：髙澤茂夫教育長、岩埜伸二教育部長、秋元淳教育部次長、 

野口琢郎生涯学習課長、鈴木和代課長補佐、木村容子副主幹、秋川裕也事務員 

協議事項（３）説明のため出席 

    石井一彦中央公民館長、稲木章宏文化課長、岡崎由子まなび支援センター所長、 

      渡邉雅夫図書館長、佐藤慎悟資産管理課長、重森敦子資産管理課副主幹 

５ 協議事項 

（１）議長及び副議長の互選について（別紙参照） 

（２）各委員の選出について（別紙参照） 

（３）令和元年度社会教育・生涯学習関係重点目標及び主要事業について 

（４）その他 

６ 会議の公開・非公開の別及び傍聴人の数  公開・傍聴人なし 

７ 資 料 

令和元年度社会教育委員会議第 1回定例会次第 

  令和元年度社会教育委員会議第１回定例会資料 

  木更津市第２次教育大綱 

  第２期木更津市教育振興基本計画 

  ＊令和元年度君津地方社会教育委員連絡協議会総会の開催について（依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 会議の内容 

事務局   ただ今より、木更津市社会教育委員の委嘱状交付式を開催いたします。 

野口課長  お名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、自席にてご起立下さる様お願い

申し上げます 

委嘱状授与―髙澤教育長 

介添え―岩埜部長 

名前読み上げ―野口課長 

事務局   ありがとうございました。以上をもちまして委嘱状交付式を終了いたします。 

事務局   ただいまより令和元年度木更津市社会教育委員会議第１回定例会を開催いたします。 

本日は、委員１８名中、現在のところ１３名の出席であり、欠席は５名であります。

従いまして、社会教育委員会議運営規則第３条第２項の規定により、委員の２分の

１以上の出席がございますので、会議は成立しております。 

なお、本会議は、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例により公開されてお

りますが本日の傍聴人はおりません。以上報告いたします。 

事務局   それでは、今期最初の会議でございますので、職員並びに委員の皆様のご紹介をさ

せていただきたいと存じます。まず、教育委員会事務局の職員を紹介いたします。 

はじめに、髙澤教育長でございます。岩埜教育部長でございます。秋元教育部次長

でございます。 

職員紹介／自己紹介 

続いて委員の皆様の自己紹介をお願いいたします。鉢村委員からご着席の順番にお

願いいたします。 

委員自己紹介 

事務局   ありがとうございました。それでは、はじめに髙澤教育長よりご挨拶申し上げます。 

髙澤教育長 皆さんこんにちは。教育長の高澤でございます。 

      今日は、会議に先立ち、委嘱状を交付させていただきました。任期の中で、皆様に

は、お力添えをいただければと思います。また、３月末をもちまして、大変長く委員

としてご尽力いただいた蘇我委員と李委員、そして板垣委員が退任され、新たに、森

廣委員、冨田委員、伊藤委員に加わっていただきました。継続委員の皆様とともに本

市の社会教育、生涯学習の推進にお力添えをいただければありがたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

本日お手元に資料としてお配りさせていただいておりますが、今年度より、新たに、

木更津市第２次基本計画を作成し、４月からスタートしています。そして、教育委員

会の方でも第２期木更津市教育振興基本計画を作成いたしました。併せて、市長と教

育委員会で作成する木更津市第２次教育大綱も策定され、これらに沿ってこの４年間

教育委員会の様々な施策を進めていきますので、折に触れてご覧いただければ有難い

と思います。 

昨年度は、社会教育については過度期の年だったと考えております。皆様にもたく

さんご協議をいただいてご意見を頂戴しましたが、公民館使用料有料化が始まりまし

た。お陰様で大きな問題もなくスタート出来たことを大変うれしく思っております。

頂いた使用料につきましては、各公民館中で、消耗品などに使わせていただいており

ます。本年も継続していきますのでぜひお力添えをいただければ有難いと思います。 

それから公民館につきましては、７月に中央公民館が仮移転し、また３月末をもっ



て金田公民館が閉館となり、新たに金田地域交流センターという形でスタートしまし

た。課題などは今後出てくるかと思いますが、何かありましたら遠慮なくご意見をい

ただければと考えております。 

また、郷土博物館金のすずは空調改修のため、今年と来年の２年間閉館になります。 

社会教育委員の皆様には、ハード、ソフト両面において、社会教育施設が今後どう

あるべきか、様々なご意見・ご指摘をいただければと考えております。 

本日は、新しい任期最初の定例会でございますので、役員、委員の選出等もあるか

と思いますが、お引き受けいただきます委員の皆様にはこれからの２年間、それぞれ

の役割についてもご尽力賜りますようお願いいたします。 

後ほど、社会教育関係課や機関の今年度の施策や計画について、各担当課長、館長

等から説明させていただきますので、様々なご意見をいただければと思います。   

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局   ありがとうございました。それでは会議に入ってまいりたいと存じますが、今後の

進行については、木更津市社会教育委員会議運営規則第２条第４項により議長にお願

いいたしますが、新議長が決まっておりませんので、仮議長を選出し、議事を進行し

たいと存じます。 

      それでは、仮の議長を事務局で選ばせていただいてもよろしいでしょうか。 

      異議なし 

      それでは仮議長を吉田委員にお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

      拍手 

事務局   それでは、吉田委員よろしくお願いいたします。早速ですが議長席までお願いいた

します。 

仮議長  ただいま仮議長を仰せつかりました吉田です。しばらくの間、仮議長を勤めさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

      それでは議事に入ります。協議事項（１）「議長および副議長の互選について」、事

務局の説明をお願いします。 

事務局   社会教育委員会議運営規則第２条により本会議には議長及び副議長を２名置くこと

となっております。また、同２項により「議長及び副議長は委員の互選により定める」

とございますので、選出について、よろしくお取り計らいください。 

仮議長   ありがとうございます。議長及び副議長の選出について、委員の互選により選出と

なっておりますが、いかが取り計らいましょうか。 

仮議長   特に意見が無いようですので、事務局一任でよろしいでしょうか。 

      異議なし 

仮議長   事務局の方で何か案はありますでしょうか。 

事務局   例年、選考委員による選考がされておりますので、同様の方法ではいかがでしょう

か。 

仮議長   選考委員をというご意見がありましたが、よろしいでしょうか。 

      異議なし  

仮議長   それでは、選考委員による選出という案が出ましたが、いかがでしょうか。 

      異議なし 

仮議長   ありがとうございます。それでは選考委員の選出はいかがいたしましょうか。ご意

見があればお伺いいたします。ご意見がないようでしたら、事務局のお考えをお願い



したいと存じますが、事務局、何か案がありますか。 

事務局   それでは、事務局の方で選考委員を選ばせていただきたいと思います。 

仮議長   よろしいでしょうか。 

      異議なし 

事務局   それでは、選考委員といたしましては、地曳委員、熊本委員、石村委員の３名にお

願いしたいと思います。 

仮議長   地曳委員、熊本委員、石村委員の３名ということで、よろしいでしょうか。 

      異議なし 

仮議長   それでは、今お名前が挙がった方々に、選考をお願いしたいと思います。選考委員

の方は、別室で選考をお願いします。その他の方は、選考終了まで暫時休憩というこ

とにさせていただきます。   

休憩 

仮議長   それでは再開させていただきます。選考委員から選考結果の報告をお願いします。 

石村委員  慎重に審議をした結果ですが、議長に、内田愼一郎さん、副議長に、城戸冨貴さん、

そして、もう一方の副議長に、白石和義さんということになりました。 

仮議長   ありがとうございました。新議長に内田委員、副議長に、城戸委員、白石委員を選

出するということでした。皆様にお諮りしたいと思います。よろしいでしょうか。 

      拍手 

仮議長   ありがとうございます。新議長に内田委員、副議長に城戸委員、白石委員が選出さ

れました。 

      それでは、仮議長としての任をここで解かせていただきたいと思います。 

      会議へのご協力ありがとうございました。 

      拍手 

事務局   新しく議長、副議長になられた皆様、前の席への移動をお願いします。 

それでは、新しく議長、副議長になられた皆様からごあいさつをいただきたいと存

じます。 

内田議長  皆様こんにちは。はからずしも、２期目の議長を仰せつかりました。思えば２年前、

それまで長くご尽力いただいた蘇我議長からバトンを受け継ぎましたが、２期目を迎

えることになりました。この２年間、自分が出来たこと、出来なかったことも分かっ

てきております。幸いなことにまた委員の皆様がスクラムを組んでやっていただける

とのことですので、何とか２年出来るかなと考えております。 

      今、木更津市を取り巻く環境は変わってきており、新たな住民が増えています。そ

して、子どもたちを取り巻く環境も、生徒が増えている学校やそうではない学校など、

統廃合も含めて色々な課題が出てきているかと思います。また、お年寄りや若い方な

ど皆が住みやすい町になるように、社会教育が出来ることを考えていきたいと思いま

す。２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

城戸委員  私も前年度に続き、２期目になります。あまり出来ることはないと思いますが、言

われたことは一所懸命にやりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

白石委員  今回副議長になりました。まだ若輩者ですが、この会議では、自分の今までの知識

を上回る様々な経験を積むことが出来ました。今回３名の委員が新しく入られたので、

今まで培ってきたものを気兼ねなく発揮していただきたいと思います。未熟ながら、

内田議長、城戸副議長にサポートされながら頑張りたいと思いますのでよろしくお願



いいたします。 

事務局   ありがとうございました。早速ですが、運営規則第２条第５項の規定により内田議

長に今後の進行をお願いしたいと思います。 

内田議長  それでは、議事を進行させていただきます。協議事項（２）「各委員の選出について」、

皆様方にお謀りしたいと思います。 

      こちらに関しては、社会教育委員に対して色々な会議の代議員の推薦依頼がありま

す。例年任期途中の方は、そのまま続けていただきまして、関連のある会議には、関

連のある委員を選出するという形になっております。 

      この件について、事務局に何か案があれば、皆様方に提示していただくということ

でどうでしょうか。 

      異議なし 

内田議長  それでは、事務局お願いいたします。 

事務局   事務局よりご提案させていただきます。 

今、議長よりお話がありましたとおり各協議会・審議会等の委員の選出につきまし

ては、各協議会・審議会等の任期と社会教育委員会の任期にずれがございます。任期

中は、同じ方に継続していただくことでご了解をいただいているということなので、

次のようにお願いしたいと思っております。次第に掲載しております順番にご提案申

し上げます。 

まず、千葉県社会教育委員連絡協議会代議員につきましては、慣例により議長にご

出席していただくことになっておりますので、内田議長を選出させていただきたいと

思います。任期については、１年でございます。 

続きまして、君津地方社会教育委員連絡協議会理事については、任期が２年となっ

ておりまして、今回新たに選出となっております。木更津市は、理事４名選出するこ

とになっておりますので、こちらも慣例によりまして、内田議長、城戸副議長、白石

副議の３名、加えまして榛澤委員にお願いしたいと思います。 

図書館協議会委員につきましては、訂正がございます。次第には任期が令和２年６

月３０日とございますが、こちらは誤りで、次期任期が令和元年７月１日から令和３

年６月３０日となります。従いまして、残任期間ではなく、任期満了による選任とな

り、新たに鉢村委員にお願いいたします。 

続きまして、木更津市生涯学習フェスティバル実行委員でございますが、冨田委員

にお願いしたいと思います。こちらについては、フェスティバル実行委員会が発足し

てから終了するまでとなっております。よろしくお願いいたします。 

なお、木更津市生涯学習推進協議会委員については任期が令和２年３月３１日まで

ですので、引き続き安藤順子委員にお願いしたいと思います。 

木更津市青少年問題協議会委員は任期が令和２年５月３１日までとなっております

のでこちらも引き続き橋本ミチ子委員にお願いをします。 

最後に、木更津市男女共同参画推進委員会委員は、任期が令和２年６月３０日です

ので、中村みどり委員に引き続きお願いしたいと存じます。 

内田議長  事務局よりそれぞれ提案がありました。ご意見、ご質問等がございましたらお受け

いたしますがいかがでしょうか。よろしければ拍手をお願いいたします。 

      拍手 

内田議長  この議案については、承認されました。ありがとうございます。 

      それでは、先に進めさせていただきます。 



      （３）「令和元年度社会教育・生涯学習関係重点目標及び主要事業について」ですが、

各担当課より説明をお願いします。 

   各課長、館長等説明 

①生涯学習課 ②まなび支援センター ③文化課 

④金のすず ⑤中央公民館 ⑥図書館 ⑦資産管理課 

内田議長  ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がありますでしょか。 

熊本委員  今、社会教育施設の中で緊急を要するような対策はあるのでしょうか。 

佐藤課長  緊急を要するものは、常にあり、その度に対応はしています。懸案になっており、

金額もかかるものは、社会教育施設だけでなく、市の施設全般が老朽化しております

ので、本来総合的に計画を立てるべきですが、今後計画していく予定です。 

熊本委員  高齢者の利用が多いので、怪我をしないような工夫をよろしくお願いいたします。 

地曵委員  今回の協議事項は、次回以降も継続して協議していきますか。 

事務局   昨年度は、社会教育施設のあり方、課題を協議して参りましたので、今年度も重点

目標を含めて、社会教育施設のソフト面、ハード面を協議して参りたいと思います。 

地曵委員  本日説明していただいた教育委員会の各セクションの今年度予算は、前年度に比べ

て減っていますか。それとも現状維持ですか。予算が確保されていないのに、要望を

出しても出来ないと思いますので、事業に伴う予算は確保されているのか教えていた

だきたいです。 

野口課長  社会教育費の予算については、平成３０年度が９億９２２３万６千円でしたが、今

年度は、９億８８５５万９千円で、前年度比が－３６７万７千円で増減は０．４％下

がっています。先ほどの説明で申し上げた事業は予算がついており、新事業の視聴覚

ライブラリーには人件費等もついております。また、同じく新事業の出前講座にもわ

ずかではございますが、印刷製本費がついております。なお、委託費など削減されて

いるものもございます。 

地曵委員  新しく事業を始めようとしても、予算がないと出来ないと思いますので確認させて

頂きました。 

      出前講座については、市政を市民に幅広く知ってもらう事業なので、生涯学習課の

仕事ではないような気がします。金田公民館がなくなり、１中学校区に１公民館では

なくなってしまいました。これから公民館に人が来るのを待つのではなく、公民館の

職員が必要としている市民のところに出向くという考え方が必要ではないかと思いま

す。ですが、出前講座は、市の施策の中で、分からないことを出前して話すというこ

とですか。 

野口課長  自治体によっては、広報に関する部署が担当しているところもありますが、比較的

教育部の生涯学習課が担当している市が多いです。特に近隣３市は、生涯学習課が担

当しております。 

      出前講座は、市の施策を市民の皆様に知っていただくことや、市民の皆様がわから

ないことや、生活の中で役立つことを説明していく事業です。 

地曵委員  どのように周知をしていきますか。 

事務局   生涯学習課が担当しておりますが、基本的には市全体で取り組んでいく事業だと考

えております。現在、各部課でどのような講座を提供できるかを回答していただくよ

う依頼をしております。回答していただいた講座メニューについては、例えば保険年

金課であれば「保険年金の仕組みについて」のようになるかもしれませんし、健康推



進課であれば「食育について」などになるかと思います。そのようなものを、一覧表

として市民の皆様にお示し、このようなメニューで職員が出向きますので、いかがで

しょうか、というような周知をさせていただいて、申し込みの事務を生涯学習課で行

うことになります。もちろん、市がお伝えしたいこともありますし、市民の皆様が聞

きたいこともあると思うので、それについては、今後実施しながら、市民の皆様のご

要望があれば担当課にお伝えし、新たに講座を加えるような対応をしていくことにな

ります。７月の広報きさらづに掲載し、そこから受付を開始し、８月１日以降実施し

ていく予定です。 

地曵委員  新しい事業なので注目していきたいと思います。 

鉢村委員  市民会館についてですが、昨年度の会議の中で、もう大ホールは作らない。大ホー

ルは広域で考えていただきたいというお話しが教育部長からありました。そこで、資

料の７ページに「芸術文化団体への支援」で、「市外の対象施設を利用する場合に使用

料の一部を補助します。」とありますが、それだと考え方が食い違っていると思います。 

      君津文化ホールを木更津市民が使用する場合、君津市の方と料金は違いますか。 

稲木課長  現在、木更津市民が君津文化ホールを使用する場合、加算料金がかかってしまいま

す。これについては、袖ケ浦市の市民会館も富津市の市民会館も同様です。 

鉢村委員  広域で考えるなら、使用料は統一であるものだと思います。また、君津文化ホール

は、利用者の中に君津市在住の人がいないと使用できないような制約があると聞いて

おります。 

稲木課長  現在は、市ごとに市民会館等を運営しておりますので、今の段階では、共通で使用

するところまで至っておりません。その辺はご容赦いただきたいと思っております。  

確かに、君津文化ホールは、君津市在住の方がいないと利用できませんが、文化課

で行っている補助金につきましては、木更津市の団体が大ホールを使用する場合のみ、

市外の人が利用する際にかかる料金を補助するような形で行っています。 

鉢村委員  市の予算のこともあるので大ホールは我慢しますが、広域で考えるのであれば、平

等に扱ってもらえるよう働きかけをしていただきたいと思います。 

内田議長  大ホールがないとなると、近い所で君津市になってしまう。木更津市だけでは出来

ないと思いますが、４市でひとつのエリアとした場合に市民が平等になれば良いです

ね。 

岩埜部長  ４市で話し合う際には、使用料は均等になるよう要望していく予定ですので、大規

模ホールは広域で、中規模ホールについては市の基本計画で位置づけをしていくなか

で詳細がわかってくるかと思います。 

内田議長  まだ皆さんからご意見を伺いたいところですが、時間となりましたのでこの辺にし

たいと思います。 

      今年度の社会教育委員会議は、少し外に出て活動していきたいと思います。具体的

には、指定管理制度や学校と社会教育施設が複合化されている施設などを実際に見て、

勉強できればと考えております。よろしくお願いいたします。 

      他になにかありますでしょうか。 

      事務局説明 

内田議長  それでは、時間となりましたので協議を終了いたします。 

事務局   以上で、令和元年度木更津市社会教育委員会議第１回定例会議を終了いたします。

ありがとうございました。 


